
いらなくなった家電4品目は いらなくなった家電4品目は 
正しくリサイクル 正しくリサイクル 
しましょう。しましょう。
❶テレビ、❷エアコン、❸冷蔵庫・冷凍庫、❹洗濯機・衣類乾燥機の�
4品目は、家電リサイクル法（特定家庭用機器再商品化法）により、�
リサイクル料金を支払って適正に処分する必要があります。

※ 1：リサイクル料金は家電製品の品目やメーカー、大きさによって金額が異なります。�
※ 2：収集運搬料金は収集運搬業者によって金額が異なります。� 令和 8年 4月発行

買換え または 処分のみ（購入したお店がある）の場合

【小売店で手続き】
新しい家電を購入したお店または廃棄する家電を�
購入したお店に引取りを依頼し、料金を支払う。

リサイクル料金※1  
＋ 

収集運搬料金※2

処分のみ（購入したお店がない・分からない）の場合

【郵便局で手続き】
郵便局に置いてある「家電リサイクル券」で�
リサイクル料金を支払う。（振込手数料がかかります）

【収集運搬許可業者に依頼】
収集運搬許可業者 電話番号 所在地

㈱オレンジかほく 281-0678 かほく市高松丁 90-1

かほく資源開発㈱ 285-1140 かほく市遠塚ロ24-11

㈲北商事津幡支店 288-2222 津幡町北中条 12-35-3

㈱越村商店 289-5575 津幡町太田ヘ 1

松本商店 288-3184 津幡町津幡ヌ15-3

【指定引取場所まで自分で運搬】
指定引取場所 電話番号 住所

日本通運㈱金沢指定引取場所 208-5174 金沢市専光寺町タ4番地 1

リサイクル料金※1  
※�料金は郵便局にある一覧表でご確
認ください

収集運搬料金※2

違法な不用品回収業者に 
ご注意ください！

無許可の業者がトラックや空き地で不用品
回収をしていることがありますが、トラブ
ルや不法投棄につながる恐れがありますの
で、利用しないでください。
※�家庭から出たごみの回収には「一般廃棄物収集運
搬業」の許可が必要です。

＋＋

または

処 分 方 法

詳しい対象品目はウラ面をご覧ください。

かほく市・津幡町・内灘町・河北郡市広域事務組合 TEL：288-4545



家電リサイクル法対象廃棄物一覧
家庭用として製造・販売されているものが対象です。

品目 対象廃棄物

テ
レ
ビ

エ
ア
コ
ン

冷
蔵
庫
・
冷
凍
庫

洗
濯
機・衣
類
乾
燥
機

※ごみ処理施設への持込み、もえないごみ、粗大ごみでの収集はできません。

ブラウン管式テレビ

洗濯乾燥機 全自動洗濯機 2槽式洗濯機

衣類乾燥機

• 電気衣類乾燥機（ドラム式）
• ガス衣類乾燥機

チェスト形

アップライト形 引き出し形冷凍冷蔵庫

ウィンド形

壁掛け形のセパレート形
壁掛け形のガスヒーターエアコン
壁掛け形のハイブリッドエアコン�
（石油、ガス、電気併用エアコン等）

床置き形セパレートエアコン
床置き形ハイブリッドエアコン�
（石油、ガス、電気併用エアコン等）

ラジカセ一体型�
（電池式含む）

液晶・有機 EL・プラズマ式テレビ

HDD・DVD等�
内臓テレビ

ブラウン管式�
VTR 内臓テレビ

室外機
室外機

冷蔵庫 冷凍庫

ワイン庫�
（ワインセラー）

保冷庫・冷温庫
冷却や制御に電気を使
用するものに限ります。
（ガス等の併用も含む）
※�冷温庫は温める機能が有り
ますが、対象品に含まれます。

もっと詳しく知りたい方は 

家電リサイクル券センター 0120-319-640 HP：https://www.rkc.aeha.or.jp


